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記 

 緊急車両の通行が可能になるよう、本日、災害対策基本法に
基づき、常総市内の道路上に放置してあった車両の移動を行
い、道路の啓開作業を実施しました。 

 台風第１８号等による災害によって、常総市内の道路上では、動かなくなったと
思われる車両が放置されています。 
 これらの放置車両は、緊急車両をはじめ、災害復旧に必要な車両の通行の妨
げとなっています。 
 災害対策基本法では、道路管理者が指定を行った道路上に、放置された車両
は移動することができる旨が定められています。 
 ９月１２日に常総市内全域の茨城県、常総市が管理する全ての道路について、
災害対策基本法７６条の６による指定が実施されています。このことによって、市
内の道路上に放置された車両の移動が可能となっています。 
 関東地方整備局は、常総市および茨城県からの要請を受け、９月１２日より浸
水が収まった地区における放置車両の状況調査を行い、９月１３日に引き続き本
日も下記の通り、放置車両の移動を行いました。 
  

問い合わせ先 

発表記者クラブ 

            

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、茨城県政記者クラブ 

国土交通省関東地方整備局      ＴＥＬ：０２９－２４０－４０７３ 
 常陸河川国道事務所 副所長    外川 和彦（とがわ かずひこ） 
                道路管理第二課長 高橋 晃浩（たかはし あきひろ） 

実施内容 
 日時：       平成２７年９月１５日（火） １０：３０～１６：００ 
 場所：       茨城県常総市内 
 移動台数：計１５台（県管理道路１２台、市管理道路３台） 
 移動先：  常総市水海道諏訪町（常総市役所南側駐車場） 



破堤点（鬼怒川左岸） 

9/15(火)放置車両移動地域 
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放置車両移動地域 

放置車両移動作業写真 
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